
施策名 研究開発システムＷＧ中間とりまとめの記述 施策の内容

資金配分を行う研究開発独法の配分対象とす
べき研究開発の範囲の明確化

研究開発独法への本省からの資金配分機能の
移管

資金配分を行う研究開発独法の行う業務の成
果目標の明確化

科学・技術関係の重要施策を各府省連携の
下、一体的に推進する体制を整備

府省の壁を越えて、最適な能力を有する研究開
発機関に競争的かつ機動的に資金配分する制
度の構築

各資金配分主体に対する統一的な評価

資金配分主体と産業革新機構等との連携

競争的資金の費目構成の統一化

競争的資金の繰越手続きの簡略化・弾力化

競争的資金の費目間流用ルールの統一化、

競争的資金の実績報告書の提出期限の延長

競争的資金の研究費の合算使用

管理部門（研究開発機関全体）に係る経費と研
究部門に係る経費に留意した効果的な間接経
費の執行

日本人研究者が海外で研究活動を行う場合の
研究費使用ルールの緩和

資金配分主体の役割分担の明確化

新成長戦略工程表　革新的技術分野に関す
る官民連携や省庁連携を含めた資金供給の
円滑化
新成長戦略工程表　バイオベンチャー支援
拠点枠組み形成、基盤技術開発、環境整備

新成長戦略工程表　競争的資金の使用ルー
ルの統一及び科学・重要施策アクション・プ
ランの実施

科学・技術重要施策アクション・プランの策定
等
新成長戦略工程表 競争的資金の使用ルー
ルの統一

研究開発システムＷＧ中間とりまとめで示した施策と新成長戦略工程表等との関係について

競争的研究資金等研究資金の改革

研究開発の分野等の違いを踏まえつつ、類似の競争的資金制度の整
理統合及び競争的資金の使用ルールの統一化等により、競争的資金
による研究開発を柔軟に実施できるようにする環境整備を促進し、あわ
せて効果的・効率的な研究開発を実施する。
　　また、間接経費には、研究開発の実施に伴い付随的に発生する事
務の実施や研究者の研究開発環境の改善など競争的資金を獲得した
研究者のサポートを図る要素と、研究開発機関全体の機能向上に役立
てる要素とがあることに留意し、各研究開発機関において戦略的・効果
的な活用を図ることが重要である。なお、日本人研究者が日本の競争
的資金等の研究資金により海外で研究活動を行う場合に、その研究開
発活動が円滑に実施できるように、現地での物品購入や雇用等を柔軟
にできるように研究費使用ルールを緩和することも重要。

３．府省を越えて早期に対応すべき課題
（１）資金配分主体の位置付けの明確化
　①府省の壁を越えた資金配分の実現

本省と資金配分を行う研究開発独法との役割分担を明確化し、資金配
分を行う研究開発独法の配分対象とすべき研究開発の範囲（競争的資
金だけでなく、研究開発プロジェクトへの公募型補助金・委託費も含ま
れる）を明らかにする。
配分対象とすべき研究開発の範囲を明確にした上で、資金配分を行う
研究開発独法が実施する方が適切な研究資金については、研究開発
独法への本省からの資金配分機能の移管を進める。
その際、資金配分を行う研究開発独法の行う業務の成果目標を明確化
する。

研究開発の一体的推進

研究開発を一体的に推進する観点から、以下の改革を実施する。
・「科学・技術重要施策アクション・プラン」等の取組みにより、科学・技
術関係の重要施策を各府省連携の下、一体的に推進する体制を整備
・府省の壁を越えて、最適な能力を有する研究開発機関に競争的かつ
機動的に資金配分
・各資金配分主体に対する統一的な評価
また、資金配分主体による資金配分・研究開発マネジメントと産業革新
機構等のファンドによる研究成果を実用化へつなげて新たなイノベー
ションを創出するための資金提供とは、互いに有する知識を共有し活用
することはそれぞれの役割を果たす上で有効であるため、相互に有機
的な連携を図る。

関連する新成長戦略工程表等の取組

新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討

新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討

新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討

新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討

新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討

　②競争的資金等研究資金の改革

資料４
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施策名 研究開発システムＷＧ中間とりまとめの記述 施策の内容 関連する新成長戦略工程表等の取組

基礎研究からイノベーションの出口までをつなぐ
戦略を議論しイノベーションを創出するための
検討を行う場としてのプラットフォームの形成

研究開発を実施する府省・研究開発機関と当該
研究開発に関する制度等を所管する府省との
連携を促進

研究開発の障害となる規制を緩和し、適切な管
理のもとに関連規制を解除する特区機能付先
端研究拠点の創設

研究成果から製品化された物品についての国
による優先的な調達ルールの作成

国際研究ネットワークのハブとなる拠点形成
拠点への様々な研究開発機関及びその研究者
の参画の促進

新成長戦略工程表　イノベーション創出に必
要な研究・実証・成果普及上の規制・制度・
体制の整備
新成長戦略工程表 再生医療の公的研究開
発事業のファンディング及び進捗管理の一
元的実施、再生医療の実用化促進に資する
制度的枠組みの整備

研究開発独法や大学等においては、世界トップレベルの研究開発水準
や研究環境等を有し、世界の人財を惹き寄せ躍進する国際研究ネット
ワークのハブとなるような拠点形成を促進し、国内に加え海外の優れた
研究者を受け入れる。
同時に、オープン・イノベーションの推進に当たっては、「橋渡し」機能を
有する研究開発独法のうちイノベーション推進の観点からふさわしいも
のに、研究開発独法、大学等及び民間などの様々な研究開発機関及
びその研究者が参画した拠点を形成する。
また、当該研究開発拠点を対象として、研究開発の障害となる規制を
緩和する等の対応を可能とするよう、適切な管理のもとに関連規制を解
除する特区機能付先端研究拠点の創設についても検討すべきである。
また、研究開発で得られた成果の普及を図るため、国は研究成果から
製品化された物品につき優先的に調達できるよう検討すべきである。

（３）イノベーション創出に向けた「場」の構築

①研究開発機関間のネットワークの構築

各府省が連携し、産・学も加わり、我が国全体として、課題解決に向け
て、基礎研究からイノベーションの出口までをつなぐ戦略を議論しイノ
ベーションを創出するための検討を行う場としてのプラットフォームを形
成する。
　このプラットフォームにおいて、国内で分散している研究開発リソース
を主要な政策課題ごとに必要に応じて結集し、国際的ネットワークとつ
ながりつつ、我が国にふさわしい形として設立する。また、十分な知識と
経験を有するシニア研究者などの研究者集団が重要な役割を担うこと
も期待されるところである。
また、研究開発を実施する府省・研究開発機関と当該研究開発に関す
る制度等を所管する府省との連携を促進することにより、研究開発から
生み出される成果の実用化が円滑に行われるようにする必要がある。

知的財産推進計画2010工程表　産学官が出
口イメージを共有して共創する場の構築
知的財産推進計画2010工程表　産学官が研
究開発活動を計画・推進する機能の構築
新成長戦略　「知」のプラットフォームの構築
基本政策専門調査会施策検討ＷＧにおいて
検討
新成長戦略工程表  「トップレベル頭脳循環
システム」（仮称）の構築、規制の見直し体制
の整備
新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討

新成長戦略　「トップレベル頭脳循環システ
ム（仮称）」の構築（国際研究開発拠点、最先
端競争研究施設・設備等）
新成長戦略　世界的な産学官集中連携拠点
の構築（つくばイノベーションアリーナの構
築）
新成長戦略工程表 「リーディング大学院」の
構築

②研究開発拠点の整備・活性化 新成長戦略工程表　イノベーション創出に必
要な研究・実証・成果普及上の規制・制度・
体制の整備
新成長戦略工程表 コンソーシアムの創設と
研究支援人材配置・研究費の重点配分・先
進医療等の規制緩和

新成長戦略工程表　イノベーション創出に必
要な研究・実証・成果普及上の規制・制度・
体制の整備
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施策名 研究開発システムＷＧ中間とりまとめの記述 施策の内容 関連する新成長戦略工程表等の取組

競争的資金の使用ルールを見直し、購入機器
の有効活用の観点からの供用が認められるよ
う補助条件の緩和方策の検討

保守・運用に詳しい技術職員の確保

研究施設・設備を利用する外部研究者が円滑
に研究ができる支援体制の構築

研究開発独法における理事長の権限、責任、
期間内手続の明確化

研究開発独法における理事長のリーダーシップ
発揮の伸長

大学等における学長のリーダーシップ発揮方策
の検討

大学院レベルの育成 大学等は、国際的に通用するレベルの大学院生を育成する。
国際的に通用する大学院生の育成するための
環境整備

「科学技術系人材育成協議会」（仮称）の設置

大学等、研究開発独法、関係府省、産業界が人財情報を共有し、育成
内容到達レベル等に関して意見交換する場（「科学技術系人材育成協
議会」（仮称））の設置により、博士、ポストドクターのキャリアパスを充実
する。

新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討

②国立大学法人の運用の改善

「研究開発運営人材の役割等の明確化、
キャリアパスの構築等」において検討
新成長戦略工程表  「トップレベル頭脳循環
システム」（仮称）の構築

国立大学法人化後の現状と課題について
（中間まとめ）

新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討

大学等、研究開発独法、関係府省、産業界が
人財情報を共有し、育成内容到達レベル等に
関して意見交換する場の構築

文部科学省の施策で実施
新成長戦略工程表 「リーディング大学院」の
構築、研究開発独法を活用した実践的教育
プログラム、研究マネジメント人材の育成

（３）研究開発独法・大学等の機能強化

①研究開発独法の制度改革・運用の改善

新成長戦略　産学官共同による理系人材育
成のための協議体の構築

研究開発独法においては、理事長に与えられている使命及びその使命
を実現するための権限、理事長の責任及び役職員の任免手続等機関
内手続きへの理事長の具体的関与のあり方を内外に明確に示すことに
より、理事長のリーダーシップを一層発揮できるようにする。
大学等における学長のリーダーシップの更なる強化についても、上記と
同様の趣旨が図られるよう、各大学における状況を踏まえ、主体的に
検討が行われることが求められる。

国立大学法人化後の現状と課題について
（中間まとめ）
新成長戦略工程表 「リーディング大学院」の
構築

知的財産推進計画2010工程表　既存の研究
拠点の運用面の改革
新成長戦略工程表 「トップレベル頭脳循環
システム」（仮称）の構築

③研究施設・設備の供用の促進

研究開発機関間の連携及び研究開発機関内で、研究施設・設備を多く
の研究者が利用できるように整備・高度化するとともに、そのための管
理・運営体制を整備する。
具体的には、以下の取組が必要。
・購入機器の有効活用の観点からの供用が認められるよう補助条件の
緩和方策の検討。
・保守・運用に詳しい技術職員の確保。
・全国の研究開発機関における多くの研究者の利用に供することがで
きるよう、施設・設備の配置状況を把握・周知。
・研究施設・設備を利用する外部研究者が円滑に研究ができるような支
援。
・使用料収入のインセンティブが研究開発機関に付与されるための方
策の検討が必要である。

科学・重要施策アクション・プラン
新成長戦略工程表 「トップレベル頭脳循環
システム」（仮称）の構築

使用料収入のインセンティブが研究開発機関に
付与されるための方策の検討

新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討
新成長戦略工程表 「トップレベル頭脳循環
システム」（仮称）の構築

新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討

（４）人財等の基盤の強化
①優秀な人財の活躍の機会の増大
（若手研究者・若手技術者の自立促進）

③理事長･学長のリーダーシップの強化
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施策名 研究開発システムＷＧ中間とりまとめの記述 施策の内容 関連する新成長戦略工程表等の取組

若手研究者の環境整備
優秀な若手研究者が、自ら希望する場において、自立して研究に専念
できる環境を構築する。

「特別奨励研究員事業（仮称）」の創設

大学等、研究開発独法等における研究開発運
営人財の職責の確立

研究開発運営人財のキャリアパスの構築

研究開発運営人財のスキル向上のための研修
等の実施

新成長戦略工程表　「特別奨励研究員事業
（仮称）」の創設

優れた博士課程学生への経済的支援の充実
民間企業からの寄付金や受託研究などを活用した大学の自助努力を
含め、優れた博士課程学生への経済的支援の充実を図ることは重要で
ある。

優れた博士課程学生への経済的支援の充実 文部科学省の施策で実施

研究開発運営人財の明確化、キャリアパスの構築
等

研究開発マネジメント力を強化するため、研究開発運営人財の役割及
びキャリアパスを明確にする等研究開発運営を組織化・体系化するとと
もに、研究開発運営人財の社会的地位の確立及び研究開発機関にお
ける研究開発運営人財の育成・確保する。
また、研究開発運営人財のスキル向上を図るため、研修等を実施す
る。

優秀なドクターをTA、RAとして支援する仕組み
の構築

○テニュア・トラック制（※）の普及・定着を進める大学を支援する取組
みを推進し、全大学の自然科学系における若手の新規採用教員総数
のうち３割に相当する人数をテニュア・トラック制とすることを目指し、若
手研究者のキャリアパスを構築する。
　※公正で透明性の高い選抜により採用された若手研究者が厳正な審
査を経てより安定的な職を得る前に、任期付の雇用形態で自立した研
究者としての経験を積むことができる仕組み。

テニュア・トラック制の普及・定着

大学等におけるＴＡ（ティーチング･アシスタント）、ＲＡ（リサーチ・アシス
タント）については、大学院生に対する経済的支援という側面もあるが、
研究開発機関における常勤ポスト取得までの若手研究者育成における
キャリア･パスとして積極的に位置付ける観点から今後優秀なドクターを
ＴＡ・ＲＡとして支援する。

新成長戦略工程表　テニュア・トラック制の普
及・定着

文部科学省の施策で実施

若手研究者を複数の大学群における雇用

優秀な若手研究者を複数の大学群において任期付で雇用し、任期終
了後は大学群の中の他の大学で連続的に雇用するという取組みが一
部の大学において検討されている。この取組みにより、競争的環境を醸
成しつつ安定的な雇用条件下で若手研究者に意欲を持たせることが可
能となり、あわせて、大学群の中での流動的な雇用の促進になり、各大
学の活性化にもつながることが期待される。
　この取組みを促進し、さらに他の研究開発機関にも対象を拡大するこ
とを検討すべきである。

テニュア・トラック制の推進

若手研究者を複数の大学群において任期付で
雇用する仕組みの構築

大学間リーグの取組支援

（研究開発運営人財の育成・確保促進）

新成長戦略工程表　人材強化　研究マネジ
メント人材の育成
「知的財産推進計画2010」工程表　知的財産
管理を含む研究マネジメントに関わる専門人
材の育成・確保

新成長戦略工程表　人材強化　研究マネジ
メント人材の育成
新成長戦略工程表　「リーディング大学院」
の構築、研究開発独法を活用した実践的教
育プログラム
「知的財産推進計画2010」工程表　知的財産
管理を含む研究マネジメントに関わる専門人
材の育成・確保

TA、RAの設置
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施策名 研究開発システムＷＧ中間とりまとめの記述 施策の内容 関連する新成長戦略工程表等の取組

国際的に通用する優秀な研究者のネットワークの
構築

我が国の優秀な研究者間のネットワークが希薄であることから、前述の
イノベーション創出に向けた「場」の構築にあたっては、このような研究
者間のネットワークも構築し、その才能を活用することが必要である。

研究者間のネットワークの構築

日本の医師免許を持たない外国人研究者の臨
床研究への参加を可能とする医師法の特例措
置

教育環境の整備、奨学金制度の充実

入管法に基づく研究者の永住許可要件の緩和

研究者の親への在留資格の付与

外国人研究者、外国人教員の職位別の数の機関
毎の公表

常勤職として採用した外国人研究者、外国人教員の職位別の数を機関
毎に公表するものとする。

常勤職として採用した外国人研究者、外国人教
員の職位別の数を機関毎に公表

研究開発独法・大学等における年俸制・退職金
支払い制度の導入の促進

新成長戦略 「トップレベル頭脳循環システ
ム（仮称）」の構築（外国人研究者受入のた
めの研究・生活環境の整備等）
新成長戦略　ポイント制を通じた高度人材の
出入国管理上の優遇制度の検討・結論（配
偶者の就業、親族・家族使用人の帯同等の
検討）
新成長戦略　在留期間上限の伸長、再入国
制度の緩和
新成長戦略工程表　「国際戦略総合特区（仮
称）」「地域活性化総合特区（仮称）」制度創
設

構造改革特区制度等において、研究者の永住許可
要件の緩和措置を実施。また、入管法に規定する特
定研究活動を行う研究者の親について在留資格「特
定活動」をもって受け入れている。

（国内の研究者の流動化促進）

新成長戦略工程表　「国立研究開発機関（仮
称）」制度創設の検討
新成長戦略工程表　「トップレベル頭脳循環
システム（仮称）」の構築

研究者の流動化促進

研究開発独法や大学等における兼業・出向・研究休暇取得の関係規程
が未整備であることや研究開発独法間・研究開発独法と大学等間にお
ける退職金通算協定が未整備であることが、人財流動停滞の一因と
なっているため、取組み状況の把握・公表等を通じて、これらの規程整
備や機関間協定締結を促進する環境を整備する。
運用で解消できる流動化促進に関する情報を流動化に対する取組み
が不十分な研究開発機関へ提供することにより、各機関の流動化促進
に向けた取組みを促進する。

「国際特区」の創設

・日本の医師免許を持たない外国人研究者の臨床研究への参加等外
国人研究者が我が国においても自国同様の研究開発を行うことが可能
な研究環境を整備する。
・外国人研究者に関し、その家族も含め、教育・住居・医療・就労等の生
活環境の整備に必要な規制の見直しを行う。

（国際的に通用する優秀な研究者のネットワークの構築）

②国際的な頭脳循環の促進

「基礎研究からイノベーションの出口までを
つなぐ戦略を議論しイノベーションを創出す
るための検討を行う場としてのプラットフォー
ムの形成」において検討

「研究開発独法及び国立大学法人の把握・
所見」の中で公表
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施策名 研究開発システムＷＧ中間とりまとめの記述 施策の内容 関連する新成長戦略工程表等の取組

研究開発運営人財に対する英語教育等の実施

英語能力を条件とする研究開発運営人財の採
用基準の作成等

外国人研究者に対する研究スタートアップ支援

外国人研究者に対する日本語教育機会の充実

若手研究者の海外派遣プログラムの充実

各大学等、研究開発独法における海外での研
究実績があることを採用の条件とする等の人事
処遇面での積極的な評価

文部科学省の施策で実施
新成長戦略工程表　「トップレベル頭脳循環
システム（仮称）」の構築

新成長戦略工程表　「トップレベル頭脳循環
システム（仮称）」の構築

科学・技術コミュニケーションの促進

研究開発機関・研究者は自ら実施する研究開発の内容等に関する情
報を国民へわかりやすく発信・説明するとともに、科学・技術に対する国
民の意見を聞く等国民との対話を充実させ、国民の研究開発システム
への参画を促進することが必要である。
このため、各研究開発機関が、当該機関の責任の下で主要な研究成
果を国民に分かりやすくＨＰ上で説明することの制度化が必要である。
また、子どもが先端的な科学技術に接する機会の充実等を通じ、科学・
技術への興味・関心を高め、理数好きな子どもの裾野の拡大を図ること
も必要である。

②科学・技術コミュニケーションの促進

若手研究者の海外における研鑽機会の充実

若手研究者の海外における研究業績を挙げる機会を拡充するため、所
要の資金を充実する。また、若手研究者が海外に出やすくするために、
研究開発機関において若手研究者が一定数海外に滞在できる人員配
置としたり、海外での研究実績があることを採用の条件とする等の人事
処遇面での積極的な評価に努めることが重要である。また、国際循環
の構築のため、海外で研鑽する研究者は海外のネットワーク形成に努
めることが求められる。

外国人研究者に対する研究時のスタートアップ支
援

研究開発機関の研究開発運営部門において、十分な英語能力を有し
国際対応ができる人財を育成・確保するとともに、日本国内で研究を行
う外国人研究者に対して研究のスタートアップ時に必要な支援を行うこ
とができるような体制を構築する。

研究開発機関・研究者の研究内容の内容等に
関する情報を国民へと分かり易く発信・説明す
る仕組の構築

新成長戦略　「トップレベル頭脳循環システ
ム（仮称）」の構築（外国人研究者受入のた
めの研究環境の整備等）

公的研究費獲得者の国民との科学・技術対
話の推進について（基本的取組方針）

子どもが科学・技術への興味・関心を高め、理
科好きな子どもの裾野の拡大

新成長戦略工程表　理数教育の強化と理系
進学の促進
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施策名 研究開発システムＷＧ中間とりまとめの記述 施策の内容 関連する新成長戦略工程表等の取組

施策名 研究開発システムＷＧ中間とりまとめの記述

PIの複数年契約
ＰＩ（研究代表者）については必ず複数年契約（再任可）とし、安定的な
雇用条件とすることで研究開発に専念することを可能とする。

女性研究者の採用・待遇における一定の優遇措置

女性研究者の採用・待遇における一定の優遇措置（能力が同等と認め
られる場合には女性研究者を優先的に採用する等）を明示することによ
り、女性研究者の活躍を促進することが重要である（ポジティブ・アク
ションの推進）

研究開発運営人財を一括してプールする制度の創設

育児の必要のある女性研究者の任期付雇用については、３年以上の複数年契約とする

（研究開発に従事するために）任期付雇用となっている雇用者に対する現在の有期雇用者の
育児休業取得条件の見直し（育児・介護級語法、雇用保険法）

（４）人財等の基盤の強化
①優秀な人財の活躍の機会の増大
（若手研究者・若手技術者の自立促進）

研究開発運営人財のプール制の創設

比較的小規模な研究開発機関については、独力で研究開発運営人財
を雇用することが難しい場合もあることから、適切な機関に一括して
プールする制度を創設し、研究開発マネジメント力を強化することも検
討すべきである。

（参考）研究開発システムＷＧ中間とりまとめで示した施策のうち新成長戦略工程表等に示されていないもの

各研究開発機関における女性研究者の採用・待遇における一定の優遇措置の促進

（研究開発運営人財の育成・確保促進）

出産・子育て支援等

出産・子育て支援等による女性研究者の活躍促進のため、育児の必要
のある女性研究者の任期付雇用については、３年以上の複数年契約と
すること等により、育児休暇取得及び育児休業給付の受給を可能とす
る。あわせて、研究開発に従事するために任期付雇用となっている雇
用者については、現在の有期雇用者の育児休業取得条件を見直すこと
を検討すべきである。

（女性研究者の活躍促進）

研究代表者の複数年度契約の実施

施策の内容
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施策名 研究開発システムＷＧ中間とりまとめの記述 施策の内容 関連する新成長戦略工程表等の取組

（国内の研究者の流動化促進）

（個人のモチベーションの向上）

研究者の流動化促進

研究開発独法や大学等における兼業・出向・研究休暇取得の関係規程
が未整備であることや研究開発独法間・研究開発独法と大学等間にお
ける退職金通算協定が未整備であることが、人財流動停滞の一因と
なっているため、取組み状況の把握・公表等を通じて、これらの規程整
備や機関間協定締結を促進する環境を整備する。
運用で解消できる流動化促進に関する情報を流動化に対する取組み
が不十分な研究開発機関へ提供することにより、各機関の流動化促進
に向けた取組みを促進する。

研究開発独法・大学等における兼業・出向・研究休暇取得の関係規定の整備

個人のモチベーションの向上

個人に対する評価の指針を明示した上で、評価結果を処遇に適切に反
映させる。なお、評価の実施自体が研究者にとって過剰な負担となって
いることから、評価書類の数量削減等により　負担を少なくする取組み
を実施する。

シニア研究者に対する業績評価や再審制（テニュア取得後における適
性・業績・能力審査）を実効的に実施することにより、あらゆる年代の研
究者が公正な評価を受けることを徹底する。また、理事長・学長のリー
ダーシップの下、研究開発機関における研究者の人事においては、公
募を原則とし、所内外の優秀な人財を登用する。これらの取組みにより
若手研究者を含む多くの研究者に機会を与えることにより、個人のモチ
ベーションを向上させる。

世界の活力と一体となった研究開発活動の国際展
開

②国際的な頭脳循環の促進

世界で最先端の研究開発能力を有することを目指す研究開発機関に
おいては、海外に研究拠点を形成し、世界の活力と一体となった研究
開発活動の国際展開を図る。その場合には、
・現地の優れた外国人の雇用
・若手研究者の国内からの派遣
・臨床研究等海外の方が実施しやすい研究
・現地国の競争的研究資金の獲得による研究
を促進することに努めるべきである。

最先端の研究開発能力を目指す研究開発機関の海外研究拠点における研究開発活動の展
開
（現地の優れた外国人の雇用、若手研究者の国内からの研鑽機会の充実、臨床研究等海外
の方が実施し易い研究の積極的展開、現地国の競争的研究資金獲得による研究の推進）

評価結果を処遇に適切に反映させることによる研究者個人のモチベーションの向上

評価書類の数量減量等による過剰な負担の軽減

シニア研究者に対する業績評価、再審制の導入

研究開発機関における公募を原則とした研究者人事の導入
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